
執
行
委
員
長
の
亀
井
で

す
。
本
日
は
お
忙
し
い
中
、

中
央
委
員
会
に
お
集
ま
り

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

今
日
の
中
央
委
員
会
は
、

本
日
か
ら
、
６
月
の
中
旬

ぐ
ら
い
に
あ
り
ま
す
６
月

の
中
央
委
員
会
ま
で
の
具

体
的
な
活
動
方
針
な
ど
を

決
め
て
い
き
ま
す
。

１
月
１
日
に
能
登
地
方

を
襲
っ
た
地
震
で
は
、
津

波
や
火
災
も
発
生
し
、
多

く
の
方
が
亡
く
な
り
ま
し

た
。
住
宅
被
害
も
多
く
あ

り
、
ま
た
停
電
・
断
水
の

被
害
も
あ
り
ま
す
。
こ
の

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
災
害
に
対
し
、
国
及
び

各
地
方
自
治
体
の
救
助
・

復
旧
支
援
だ
け
で
な
く
、

医
療
関
係
団
体
に
よ
る
災

害
医
療
支
援
な
ど
、
助
け

合
い
の
輪
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。
助
け
合
い
の
精
神

は
組
合
活
動
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。こ

れ
か
ら
１
月
ま
で
の

活
動
報
告
、
ま
た
第
１
号

の
６
月
ま
で
の
具
体
的
な

活
動
方
針
か
ら
第
３
号
議

案
ま
で
提
案
し
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
と
活
発
な
議
論
が

で
き
れ
ば
な
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

岡
田
中
央
委
員

（
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
）

が
ん
セ
ン
タ
ー
看
護
師

長
の
勤
務
時
間
変
更
に
つ

い
て
で
す
が
、
当
直
が
な

く
な
り
、
業
務
だ
け
に
な
っ

た
と
い
う
認
識
で
し
ょ
う

か
。
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー

の
当
直
勤
務
、
主
に
救
急

の
当
番
は
休
め
な
い
の
で

お
聞
き
し
た
い
。

（
本
部
）
当
直
が
な
く
な

る
わ
け
で
は
な
く
、
今
ま

で
は
日
勤

当
直

日

勤
の
流
れ
で
勤
務
し
て
当

直
後
の
日
勤
は
半
日
年
休

を
推
奨
し
て
い
ま
す
が
、

な
か
な
か
と
れ
な
い
状
況

で
こ
れ
で
は
当
直
時
の
師

長
さ
ん
の
負
担
が
重
い
で

す
。
（
裏
面
へ
つ
づ
く
）

(1) 愛知県病院事業庁職員組合ニュース №169
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２
月
19
日
、
ア
イ
リ
ス
愛
知
に
お
い
て
、
第

34
回
中
央
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

（
中
央
委
員
定
数
23
名
の
う
ち
、
出
席
15
名
、

委
任
状
提
出
7
名
、
欠
席
１
名
）

中
央
委
員
会
は
、
初
め
に
一
般
経
過
、
選
挙

管
理
委
員
会
、
中
央
委
員
会
委
員
・
各
種
委
員

会
委
員
、
２
０
２
３
年
度
会
計
決
算
、
会
計
監

査
の
報
告
を
行
い
、
次
に
当
面
の
取
り
組
み
、

２
０
２
４
年
度
予
算
の
補
正
、
病
院
事
業
庁
職

員
組
合
の
所
在
場
所
の
確
認
に
つ
い
て
議
案
提

案
し
、
質
疑
・
答
弁
の
後
、
賛
成
多
数
で
承
認
、

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

下記の日程で、人事異動事後相談の窓口を開設

します。

３月１５日（金）８時４５分～１８時

１８日（月）８時４５分～１８時

組合本部（直通） 052-212-8031

亀井委員長
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病 院 事 業 庁 

 

 

 

給料 の調整額に つい て（提示 ）  
 

 

１．変更内容 

愛知県がんセンターの病院に勤務する患者の看護の補助的業務に従事する職

員（病棟に勤務する者に限る）の調整数について、現行の調整数に 0.7 を加え

た数とする。 

 

 

２．実施時期 

令和６年２月から当分の間 

 

 

 

 

 

【参考：現行の調整数及び報酬の加算額】 

  ＜正規職員＞ 

(１) 患者の看護の補助的業務に従事する職員（集中治

療室に勤務する者に限る。） 
1.5 

(２) 患者の看護の補助的業務に従事する職員（(１)に

掲げる者を除く。） 
１ 

＜非常勤職員＞ 

調整額相当額 

（調整数１相当） 

医療補助業務員のうち、看護補助業務（病

棟勤務）に従事する者 
4,900 円 

 
 

（
表
面
の
つ
づ
き
）

で
あ
れ
ば
当
直
明
け
は
半

日
勤
務
と
し
て
、
残
り
の

半
日
の
業
務
を
ど
こ
に
も
っ

て
く
る
か
を
考
え
た
と
こ

ろ
、
午
後
５
時
か
ら
の
当

直
は
現
状
す
ぐ
に
当
直
に

専
念
で
き
る
状
況
で
は
な

い
た
め
、
半
日
分
の
勤
務

時
間
を
午
後
５
時
以
降
に

も
っ
て
き
て
午
後
９
時
か

ら
当
直
を
開
始
す
る
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
り
午
後

５
時
以
降
に
時
間
外
を
つ

け
て
い
た
時
間
も
時
間
外

で
は
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
で
経
営
面
に
つ
い
て
も

時
間
外
の
縮
減
と
な
り
、

師
長
さ
ん
の
負
担
も
軽
減

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

看
護
部
で
勤
務
の
変
更
が

考
え
ら
れ
、
分
会
で
も
執

行
部
で
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
と
い
う
判
断
に
な
り
、

病
院
事
業
庁
へ
了
承
の
旨

を
伝
え
ま
し
た
。

吉
田
中
央
委
員

（
が
ん
セ
ン
タ
ー
）

組
合
活
動
を
遠
視
化
し

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

会
議
や
学
習
会
な
ど
、

遠
く
の
分
会
は
集
ま
る

の
が
大
変
な
た
め
、
組

合
で
購
入
し
て
い
る
Ｚ

Ｏ
Ｏ
Ｍ
を
有
効
利
用
し
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
カ
メ
ラ
・
マ
イ

ク
な
ど
必
要
な
機
材
を

そ
ろ
え
、
執
行
部
で
ど

ん
な
こ
と
が
で
き
る
か

を
考
え
て
進
め
て
い
っ

て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

（
本
部
）
組
合
の
皆
様

が
有
効
に
使
え
て
楽
に

な
る
よ
う
可
能
な
こ
と

は
検
討
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

2
月
19
日
、
病
院
事
業

庁
か
ら
「
給
料
の
調
整
額

に
つ
い
て
」
の
提
示
が
あ

り
ま
し
た
。
国
の
「
看
護

補
助
者
の
処
遇
改
善
事
業
」

に
よ
る
も
の
で
す
。

が
ん
セ
ン
タ
ー
に
勤
務

す
る
患
者
の
看
護
の
補
助

業
務
に
従
事
す
る
職
員
に

つ
い
て
、
調
整
数
が
２
月

か
ら
、
現
行
の
調
整
数
に

加
算
さ
れ
ま
す
。

看
護
補
助
の
職
は
欠
員

が
生
じ
や
す
く
、
こ
の
処

遇
改
善
に
よ
り
看
護
補
助

者
が
確
保
で
き
れ
ば
、
看

護
師
の
負
担
減
に
も
つ
な

が
り
ま
す
。

対
象
施
設
は
看
護
補
助

者
を
直
接
雇
用
し
て
い
る

が
ん
セ
ン
タ
ー
の
み
、
ま

た
金
額
は
勤
務
時
間
や
期

末
手
当
等
を
考
慮
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、

が
ん
分
会
で
意
見
を
聞
い

た
う
え
で
、
２
月
21
日
に

事
業
庁
へ
了
承
の
旨
を
伝

え
ま
し
た
。

2024年3月11日 愛知県病院事業庁職員組合ニュース №169 (2)

２
月
19
日
、
ア
イ
リ
ス

愛
知
に
て
県
職
連
合
第
34

回
中
央
委
員
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

病
院
組
合
か
ら
は
、
８

名
の
中
央
委
員
の
出
席
と

２
名
の
委
任
状
提
出
、
１

名
の
欠
席
が
あ
り
（
定
数

11
名
）
、
一
般
経
過
、
２

０
２
３
年
度
決
算
、
会
計

監
査
報
告
、
選
挙
管
理
委

員
会
報
告
が
さ
れ
、
承
認

の
の
ち
６
月
ま
で
の
当
面

の
闘
争
方
針
、
２
０
２
４

年
度
予
算
の
更
正
が
提
起

さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

新
事
務
所
に
つ
い
て
確
認
の
発
言

を
す
る
病
院
組
合
中
央
委
員


